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前段階

未発生期

第一段階

海外発生期
第二段階

国内発生期

第二段階

国内発生期 第四段階

小康期
再燃期

感染拡
大期

まん延

期
回復期

13
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第二段階

国内発生期
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コミュ_ケーンヨン
現行行動計画での「情報提供・共有」に関する記述について、対策を推進する上でのコミュニ

ケーションの重要性、特に、対策の現場との情報共有や継続的かつ一元的な情報提供、国
民への普及啓発の必要性を踏まえ、以下のように見直す。

1.情報共有の重要性の強調
○ 対策の現場である地方自治体や関係機関との双方向の情報共有が重要

○ リアルタイムでの直接的コミュニケーション手段としてのインターネット活用を検討

2.情報提供体制の具体化
○ 一元的な情報提供を行うための組織体制を構築 (広報担当官を中心としたチームの

設置等 )

○ 提供する情報の内容に応じた適切な者が情報を発信

○ 複数の媒体を使用するが、媒体の中でもマスメディアの重要性に留意

○ 発信した情報がどのように受け止められたかに関するフィードバックを更なる情報提
供に活用

3.情報提供の内容の明確化
○ 対策決定のプロセス、対策の理 由、実施主体を明確にし、分かりやすく情報提供

○ 国民に向けて発信するメッセTジとしては以下が重要
・新型インフルエンザには誰もが感染する可能性があること
・感染したことについて、患者やその関係者には原則として責任はないこと

・個人レベルでの対策が全体の対策推進に大きく寄与すること

感染拡大抑制 (国内)

現行行動計画では、第二段階 (国内発生早期 )と第三段階 (国 内発生期)の感染拡大抑制策
は同様の記述となっているが、感染拡大の進行につれ、地域全体での強い感染拡大抑制策
の効果が低下することや、必要となる対策が変化していくことを踏まえ、以下のように見直す。
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1.目 的の明確化
○ 感染拡大は不可避であることを踏まえ、
発生段階に応じた対策を実施

○ 対策の主な目的は、発生段階によつて変化
・第二段階 (国 内発生早期)→ 感染拡大の抑制が主
・第二段階 (国内発生期) → 被害の軽減が主

第二段階   第二段階

国内発生早期 国内発生期

主な目的

発生段階

２
．
。

対策の実施時期の明確化
目的・段階によつて実施すべき主な対策を切り替え

【感
染
拡
大
抑
制
策
】

※地域発生期においては、感染拡大の状況に応じ、

感染拡大抑制策から、被害の軽減のための医療体制
確保等に対策を順次切り替え

◎患者や濃厚接触者を特定して

の個人対策 (患者の入院勧告
濃厚接触者の外出自粛・健康
観察 )

◎地域全体での学校等の臨時
休業、集会の自粛などの積
的感染拡大抑制策

◎地域全体での学校等の臨時
休業、集会の自粛などの積
極的感染拡大抑制策 ◆必要に応じ、各学校等の臨

時休業、集会の自粛など

※対策の切り替え時期は、これらを目安に、地域の状況に応じて判断することとなる。



入国者対策 (仮称)(1)

現行行動計画では、検疫の強化等の「水際対策」の記載が多く、その実施期間も第二段階 (国内

発生期)までと長く設定されているが、検疫の有効性に限界があることを踏まえ、以下のように見

直す。

1.入国者対策 (仮称 )の位置づけの明確化

○ ウイルスの国内侵入を完璧に防ぐという誤解を与えないよう、「水際対策」は「入国者

対策 (仮称 )」 に変更

○ 検疫等により、国内発生をできるだけ遅らせる

・発生早期は病原性等が不明・不確かなため、強力な措置をとる場合がある

・検疫の強化を行つても、ある程度の確率で感染者は入国し得るため、第一段階(海外発生期)

から、国内での患者発生に備えてサーベイランス・医療体制等を整備

○ 入国者対策 (仮称 )と国内における感染拡大抑制策とを組み合わせた一連の流れを

もつた戦略

・検疫所と地方自治体等との連携を強化(点から面へ)

入国者対策 (仮称)(2)

2.機動的な縮小

○ ウイルスの特徴 (病原性や感染力等)や発生状況等に関する情報を踏まえ、発生

段階の途中であつても、合理性が認められなくなった場合には措置を変更

○ 第二段階 (国内発生早期)において、国内の検査・診療体制等の整備状況も踏ま

えつつ、原則、措置を縮小
。「感染したおそれの高い者]については停留から健康監視に切り替え

・停留の実施に伴う海空港の集約化は中止

※具体的な対策の変更や中止の判断の目安・時期等についてはガィドラインレベルで記載

○ 第二段階 (国 内発生期)において、通常の検疫体制に戻す

・
７
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※病原性・感染力が高い・不明等のため、強力な措置をとる場合を示しており、全ての措置を実施することを意味するものではない。

疑い例  フェーズ4      国内患者 接触歴が疫学調査で

追えなくなつた患者の発生海外発生  宣言

第1段階 : |‐

海外発生期

第3段階に

順次縮小

外来体制、検査体制等が整う
留継続の場合あり

埜
↓

現
行
行
動
計
画

見
直
し
意
見

（案
）

警曇‐彗摯育?|,軍‐ヽ《纏厚基底者の健康監寝

金雰籠紗す↑‐?甲彎

医療体制
現行行動計画では、第3段階まん延期になつてから全医療機関での対応に切り替えること
となっているが、昨年の新型インフルエンザ(A/HlNl)対 応の際、第2段階 (国 内発生早期)

において「発熱外来」に患者が集中して機能しなかつたことを踏まえ、以下のように見直す。

1.外来診療の役割分担の明確化
○ 「発熱外来」は「帰国者・接触者外来 (仮称)」 に変更し、発熱だけではなく、渡航歴等
により対象患者を絞り込む

○ 帰国者・接触者以外の患者は一般医療機関*で対応
・「帰国者・接触者外来」以外の医療機関においても、新型インフルエンザの患者を診療する可能性がある

2.段階にしばられない弾力的な運用
○ 地域の状況に応じた弾力的な運用を基本とし、地域発生期に移行した場合のほか、

都道府県の判断により必要が生じた際には、一般医療機関*での対応に切り替える

*一般医療機関 :内科・小児科等、通常インフルエンザの診療を行う全ての医療機関

19

海空港の集約化■|■‐li

第3段階には

通常の検疫体制へ

通常の検疫体制
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(第2段階 〔国内発生早期)。 第 a解 り ぅち
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都道府県の判断によつ是
(入院措置を早期に終71

した重症度に応じた対だ
となった地域もある) 1

感染症指定
医療機関

帰宅
(自 宅療養、

症状により
再受診 )

′
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町確弊1義:逢■|1藁
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コールセンター

IIIIII

③落義二入院機能
■1地域01実 1情に応じ,C入院勧告を●■L

帰宅
(自 宅療養、
症状により
再受診)

受診調整

絋 た

患者を紹介

・不安への相談対応
・一般医療機関の受診指示

*一般医療機関
内科・4ヽ児科等、通常インフルエ

ンザの診療を行う全ての医療機

関で、院内感染対策を行つた上で
対応。

臨床症状や検査キットによることとし、
全ての疑い患者にPCR検査は行わない
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輩黎軍写難磐ξttΥ :壻肇警難康翻鵠
|

断方法

臨床症状

検査キット

(症状により再受診 )

一
般
医
療
機
関

*一般医療機関

内科・小児科等、通常インフルエ

ンザの診療を行う全ての医療機

関で、院内感染対策を行つた上
で対応。

全医療機関対応であ
る旨を周知

※患者の入院による感染

拡大抑制は望めないため、
入院勧告は中止。

ワクチン(1)
現行行動計画の、ワクチンの接種体制や事前に決定しておくべき事項に関する記載について、全国民

に対し速やかにワクチンを接種可能な体制構築や発生時の迅速な意思決定・対応が肝要であることを

踏まえ、以下のように見直す。

○ 全国民分のワクチンを速やかに確保するため、細胞培養法など新 しいワクチン製造法

などの研究・開発や鶏卵によるパンデミックワクチンの生産能 力の向上を図りつつ、全

国民分 のワクチンを国内で速やかに確保することが可能となるまでは、輸入 ワクチンに

ついても検討

○ ワクチンの円滑な流通体制を構築

○ 公費で集 団的な接種を行うことを基本 とした接種体制を構築

・接種の枠組:法的位置づけ、接種の実施主体、集団的な接種の実施基準 等

・接種の具体的実施方法:接種に携わる医療従事者等の確保、接種場所の選定、接種の周知・予約方法 等

・接種順位:新型インフルエンザ発生時の状況を想定して基本的考え方を策定

※具体的な内容については、ガイドラインレベルで記載

○ ワクチンに関する基本的な情報について情報提供を推進

1.事前準備の推進
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ワクチン(2)

2.発生時の迅速な対応

○ 発生時にワクチン関連の対策を速やかに決定できるよう、決定事項及びその決

定方法等を可能な限り事前に定めておく

○ 新型インフルエンザウイルスの特徴 (病原性や感染力等)を踏まえ、接種の法的

位置づlt等について決定

○ 事前に策定した考え方に基づき、重症化しやすい者等の発生した新型インフル    .
エンザに関する情報を踏まえ、優先接種対象者を決定

○ 事前に構築した供給・流通体制や接種体制に基づきt迅速に対応

○ ワクチンの種類、有効性・安全性、接種対象者、接種体制といつた具体的事項

について情報提供
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